
昭 和45 年6 月5 日

区のお知らせ

第224 号( 1)

足 立 区
企 画 室
( 882) 1111

足立区千住一丁目50

無料法律相談
借地、借家、金融、離婚、相続

など、日常生活上の法律問題につ
いて、専門の弁護士、相談員が相
談にのります。毎月第1・3木曜
日は区役所区民相談室、毎月第3
水曜日は第二庁舎( 旧梅島支所)
午後1時～4時。

人 口 調 べ

( 昭和45年5 月1 日現 在)
世 帯　176, 917

男　　292, 170

女　　279, 053

計　　571, 223

( 前月より2, 158人増加)

中小企業向け

融
資
し
ま
す

設
備
の
改
善
や
事
業
資
金
に

区
で
は
、
区
内
の
中
小
企
業
や
商
工
業
の
安
定
、
発
展
を
図
る
た
め
、
設
備
の
新
設
や
改
善
、
ま
た

は
事
業
経
営
に
必
要
な
資
金
を
融
資
し
て
い
ま
す
。特
に
、
「設
備
資
金
」の
融
資
は
、公
害
を
出
す

よ
う
な
設
備
を
改
善
す
る
た
め
、
長
期
的
に
融
資
し
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

設
備
資
金
融
資

申
込
み
資
格
=
(
1
)
区
内
に
住
所
(
法
人

の

場

合

は
主

た

る

事
務

所
の

所

在

地
)

が
あ

り

、
一
年
以

上

同

じ

事
業

を

営
ん

で

い

る
中

小

企

業

者

(
2
)
前
年
度
の
特
別
区
民
税
(
法
人
の
場

合

は

、
法

人

都

民

税
ま

た

は
代

表

者
の

特
別

区

民
税
)

を

完

納
し

、
事
業

税

が

課
税

さ

れ
て

い

る

こ
と

(
3
)
遊
興
娯
楽
業
、飲
食
業
(
大
衆
食
堂

お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
は
除
く
)

仲

介

業

、
不
動

産
業

、
質

屋

業

、
金

融

業

、
鉱
業

、
農

林
漁

業
以

外

の

業

種
で

あ

る

こ
と

(
4
)
す
で
に
こ
の
融
資
を
受
け
て
い
る
場

合
は
、そ
の
全
額
を
返
済
し
て
い
る
こ

と融
資
の
条
件
=
<
使
途
>
…
設
備
資
金

<
金
額
>
…
一
企
業
二
〇
〇
万
円
以
内

<
期
間
>
…
三
年
以
内
(
す
え
置
き
期
間

六
か

月

を
含

む
)

<
利
率
>
…
年
八
分
五
厘
以
内

<
返
済
方
法
>
…
す
え
置
き
期
間
経
過

後

割

賦

返
済

<
保
証
>
…
原
則
と
し
て
、東
京
信
用

保
証
協
会
の
保
証
が
必
要
で
す
。た
だ

し
、区
内
に
居
住
す
る
連
帯
保
証
人
(
法

人
の
場
合
は
、代
表
者
を
含
む
二
名
)
、

ま

た

は

担
保

物

件
に

よ

る
こ

と

も
で

き

ま

す

。

※

な
お

、
東

京
信

用

保
証

協

会

の

保
証

の

場
合

、
保
証

料

は

最

初
の

一

年
分

を

区

が
負

担

し

ま
す

。

申
込
み
期
間
=
常
時
(
土
曜
日
の
午
後

日
曜
日
、祝
日
を
除
く
)

申
込
み
先
=
経
済
課
商
工
係

事
業
資
金
融
資

申

込
み

資

格
=

設

備

資

金
融

資

に
同

じ

融
資
の
条
件
=
<
使
途
>
…
事
業
資
金

<
金
額
>
…
一
企
業
五
〇
万
円
以
内

<
期
間
>
…
十
二
か
月
(
す
え
置
き
期

間

二
か

月

を

含
む
)

<
利
率
>
…
年
七
分
八
厘
以
内

<
返
済
方
法
>
…
す
え
置
き
期
間
経
過

後

割
賦

返

済

<
保
証
>
…
設
備
資
金
融
資
に
同
じ

申
込
み
期
間
=
常
時
(
土
曜
日
の
午
後
　

日
曜
日
、祝
日
を
除
く
)

申
込
み
先
=
経
済
課
商
工
係

い
ず
れ
も
、く
わ
し
く
は
区
役
所
経

済
課
商
工
係
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

毎
月
第
三
日
曜
日
は

「
家
庭
の
日
」

に
し
ま
し
ょ
う

災
害
に
備
え
て
護
岸
状
況
を
調
査

「
要
注
意
箇
所
」
の
早
期
改
修
を
国
都
に
要
望台

風
シ
ー
ズ
ン
を
間
近

に
ひ
か
え
、区
で
は
、五

月
六
日
、区
内
の
各
警
察

署
、消
防
署
な
ど
の
各
関

係
機
関
と
と
も
に
河
川
の
護

岸
状
況
を
調
査
し
ま
し

た
。こ

れ
は
、決
壊
や
高
潮

に
よ
る
い
っ
水
な
ど
が
予

想
さ
れ
る
箇
所
を
事
前
に
調

べ
、関
係
機
関
と
連
絡

を
十
分
と
っ
て
災
害
を
未

然
に
防
ご
う
と
す
る
も
の

で
す
。こ
の
日
は
、長
谷
川
助
役
を
は

じ
め
、関
係
者
約
三
十
名
が
二
隻
の
船

に
分
乗
し
綾
瀬
川
・
花
畑
川
・
中
川
・

荒
川
・
隅
田
川
の
五
つ
の
河
川
を
見
て

回
わ
り
ま
し
た
。

調
査
の
結
果
は
、近
く
開
か
れ
る
防

災
会
議
で
報
告
、検
討
し
た
の
ち
、各
種

の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

な
お
、区
で
は
、こ
の
防
災
会
議
の

席
上
、次
の
四
か
所
を
要
注
意
箇
所
に

指
定
す
る
よ
う
提
案
す
る
予
定
で
す
。

▽
綾
瀬
川
の
常
磐
線
増
線
工
事
区
間

▽
綾
瀬
川
の
内
匠
橋
上
流
へ
び
橋
ま

で
の
一
部
区
間

▽
花
畑
川
の
月
見
橋
か
ら
桜
木
橋
ま

で
の
区
間

▽
中
川
の
西
側
護
岸
の
未
改
修
・
未

補
修
の
箇
所

区民を水害から守るため調査は入念に 四
十
五
年
度
住
民
税
減
税

基
礎
控
除
額
は
十
三
万
円
に

各
種
の
控
除
額
を
引
き
上
げ

減
税
施
策
の
一
環
と
し
て
、さ
き
ご

ろ
地
方
税
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、住

民
税
の
各
種
控
除
額
な
ど
が
、
次
の
よ

う
に
変
わ
り
ま
し
た
。

な
お
、近
日
中
に
お
送
り
す
る
納
税

通
知
書
(
六
月
十
日
発
送
予
定
)
の
税
額

は
、
改
正
後
の
税
法
に
基
づ
い
て
計

算
し
て
あ
り
ま
す
。

▽
医
療
費
控
除
の
最
高
限
度
額……

三
十
万
円

▽
障
害
者
・
老
年
者
・
か
婦
・
勤
労
学

生
等
の
控
除
額
…
…
…
…
…
八
万
円

▽
特
別
障
害
者
控
除
額
…
…
…
十
万
円

▽
配
偶
者
控
除
額
…
…
…
…
十
一
万
円

▽
扶
養
控
除
額

(
1
)
配
偶
者
が
い
る
場
合

扶
養
親
族
一
人
に
つ
き
…
八
万
円

(
2
)
配
偶
者
が
い
な
い
場
合

○
扶
養
親
族
の
一
人
め
…
九
万
円

○
右
以
外
の
扶
養
親
族

一
人
に
つ
き
…
八
万
円

▽
基
礎
控
除
額
…
…
…
……
十
三
万
円

▽

障
害

者

・
未

成

年
者

・

老
年

者

・

か

婦

な

ど
の

非

課

税
の

所

得

範
囲

…
…
三
十
二
万
円

税

金

に
つ

い

て
の

お

閥

い

合
わ

せ

は

課
税
課
へ
ど
う
ぞ
。

自
動
車
税
第
一
期
分
は

六
月
末
ま
で
に
…
…
…

自
動
車
税
は
例
年
、五
月
に
納
税
通

知
書
を
お
届
け
し
て
い
ま
し
た
が
、こ

と
し
は
納
期
が
六
月
に
変
わ
り
、
お
手

も
と
に
納
税
通
知
書
が
届
く
の
は
六
月

中
旬
ご
ろ
に
な
る
見
込
み
で
す
。

(
東
京
都
足
立
税
務
事
務
所
)

マイ・ホ
ー
ム

(
2

)

土
地
や
家

を
買
う
と
き

現
地
案
内
所

で
気
軽
に
契

約
し
て
し
ま

っ
た
ば
か
り

に
、困
っ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。

今
月
号
は
、
買
う
時
の
ご
注
意
を
ま
と

め
ま
し
た
。

■
売
買
契
約
は
慎
重
に

(
1
)
売
買
契
約
書
は
、内
容
を
よ
く
読
み

納
得
し
た
う
え
で
調
印
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。特
に
物
件
の
範
囲
、代
金

支
払
い
条
件
、
移
転
登
記
時
期
、
公
租

公
課
の
負
担
、
手
付
金
解
約
条
件
、
危

険
負
担
、
そ
の
他
特
約
事
項
に
つ
い
て

は
、
条
項
を
確
認
し
、
説
明
を
よ
く
き

き
ま
し
ょ
う
。ま
た
、相
手
が
所
有
権

者
の
代
理
人
の
と
き
は
、ま
ず
委
任
状

(
印
鑑
証
明
つ
き
)
を
調
べ
、も
し
そ

れ
が
な
い
と
き
は
、本
人
に
代
理
権
を

与
え
た
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
こ
と
で

す
。仲
介
の
場
合
は
必
ず
売
る
人
に
直

接
会
う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

(
2
)
解
約
の
違
約
金
―
―
売
買
契
約
の
と

き
、買
手
は
手
付
金
を
払
う
の
が
ふ
つ

う
で
す
が
、特
約
が
な
い
限
り
、解
約

手
付
と
見
な
さ
れ
ま
す
。つ
ま
り
、買

手
の
都
合
で
解
約
す
る
と
き
、こ
れ
を

放
棄
す
れ
ば
よ
く
、売
主
が
解
約
す
る

と
き
は
二
倍
に
し
て
返
す
こ
と
で
解
約

で
き
る
よ
う
に
す
る
の
が
通
例
で
す
。
〝

解
約
自
由
〟
と
い
っ
た
こ
と
ば
に
ま

ど
わ
さ
れ
ず
、
そ
の
場
合
は
契
約
書
に
記

入
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

(
3
)
契
約
面
積
の
確
認
―
―
分
譲
地
な
ど

で
は
物
件
表
示
欄
に
約
○
○
平
方
㍍
と
書

い
て
あ
る
場
合
は
、
面
積
確
定
後
に

契
約
す
る
か
、
精
算
す
る
か
を
き
め
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

(
4
)
私
道
負
担
の
と
り
き
め
―
―
土
地
面

積
○
○
平
方
㍍
(
一
部
私
道
含
む
)
と

契
約
書
に
記
入
し
て
あ
っ
て
、私
道
部

分
の
面
積
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い

場
合
は
、現
地
確
認
の
と
き
、私
道
負

担
が
何
平
方
㍍
か
、ま
た
そ
の
境
界
が

ど
こ
か
を
確
か
め
て
、契
約
書
に
明
記

す
べ
き
で
す
。

(
5
)
所
有
権
移
転
の
時
期
―
―
代
金
は
売

買
契
約
成
立
の
さ
い
内
金
と
し
て
一
～

二
割
、土
地
・
住
宅
の
引
渡
し
の
と
き
残

金
の
半
分
、
移
転
登
記
と
同
時
に
残
額

を
支
払
う
と
い
う
の
が
ふ
つ
う
で
す

。

わ
ず
か
五
年
の
か
け
金
で

年
に
三
万
円
の
年
金
が

国
民
年
金
法
の
一
部
が
、昨
年
十
二

月
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
が
、こ
れ
に
伴

い
、
わ
ず
か
五
年
間
だ
け
保
険
料
(
か

け
金
)
を
か
け
る
だ
け
で
、
年
に
三
万

円
の
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制

度
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
国
民
年
金
制
度
が
発
足
し

た
当
時
「
任
意
加
入
」
の
対
象
で
、
年

金
に
加
入
で
き
な
か
っ
た
か
た
の
た
め

に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

こ
れ
に
加
入
で
き
る
人

明
治
三
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
明
治

四
十
四
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

か
た
で
、現
在
の
国
民
年
金
や
厚
生
年

金
な
ど
公
の
年
金
に
は
い
っ
て
い
な
い

か
た
。
お
よ
び
老
齢
ま
た
は
退
職
に
よ

る
公
の
年
金
を
受
け
て
い
な
い

か
た

で

、
将
来
も
受
け
ら
れ
な
い
か
た
。

申
込
み
期
限

現
在
区
役
所
で
受
付
け
中
で
す
が
そ

の
期
限
は
、
六
月
三
十
日
ま
で
で
す
。

加
入
期
間

申
込
み
を
し
た
と
き
か
ら
五
年
間

で
、か
け
金
は
月
七
五
〇
円
で
す
。か

け
金
を
五
年
間
納
め
終
っ
た
と
き
(
こ

の
と
き
満
六
十
五
歳
に
な
っ
て
い
な
い

と
き
は
六
十
五
歳
に
な
っ
て
か
ら
)
年
額

三
万
円
(
月
額
二
五
〇
〇
円
)
の
年

金
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

申
込
み
は
区
役
所

加
入
の
手
続
き
は
、区
役
所
国
民
年

金
課
適
用
係
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

銀
行
や
郵
便
局
で

国
民
年
金
か
け
金
の
払
込
み

国
民
年
金
の
か
け
金
は
、
こ
れ
ま
で

区
の
職
員
が
加
入
者
の
家
を
訪

問
し

て
、
三
か
月
分
ず
つ
納
入
し
て
い
た
だ

い
て
い
ま
し
た
の
で
、
何
か
と
ご
不
便

を
お
か
け
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
「
い
つ
で
も
、
ど
こ
で

も
、
都
合
の
よ
い
と
き
に
納
め
ら
れ
る

よ
う
に
」と
、区
で
は
、こ
れ
ま
で
の

「集
金
納
入
制
度
」を
や
め
、
「自
主

納
付
制
度
」
に
あ
ら
た
め
ま
し
た
。

こ
の
方
法
は
、あ
ら
か
じ
め
区
役
所

か
ら
、か
け
金
の
額
や
納
め
る
期
限
な

ど
が
書
い
て
あ
る
「納
付
書
」を
加
入

者
に
お
送
り
し
て
お
き
ま
す
。加
入
者

は
、こ
れ
を
持
っ
て
、都
内
(
特
別
区

指
定
金
融
機
関
・
特
別
区
公
金
収
納
取

扱
店
)
の
銀
行
、信
用
金
庫
、信
用
組

合
、
ま
た
は
郵
便
局
に
　
そ
の
納
期
内

の
都
合
の
よ
い
と
き
に
納
め
て
い
た
だ

く
も
の
で
す
。

く
わ
し
く
は
、
国
民
年
金
課
へ
。

定
期
報
告
書
の
提
出
を

―
―
特
殊
建
築
物
の
所
有
者
―
―

四
十
五
年
度
に
報
告
を
要
す
る
建

築
物
は
…

▽
ホ
テ
ル
・
旅
館
・
下
宿
・
共
同
住
宅
寄

宿
舎
で
、
次
の
構
造
の
も
の
。

(
1
)
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
、二
〇

〇
平
方
㍍
を
こ
え
、三
階
建
以
上
。

(
2
)
そ
の
他
の
構
造
で
、二
〇
〇
平
方
㍍

を
こ
え
、
二
階
建
以
上
。

報
告
の
内
容
は…

▽
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
お
よ
び
建
築

設
備
の
安
全
・
防
火
・
避
難
に
関
す
る

事
項
。
具
体
的
な
項
目
は
、
規
定
の
報

告
用
紙
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

報
告
の
期
間
は
…

▽
昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
～
同
年
九

月
三
十
日
。

報
告
書
の
提
出
先
は
…

▽
区
役
所
建
築
課
指
導
係

■
趣
味
の
教
室

東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
(
東
綾
瀬
一
丁
目
五
-
一
七
)
で
は
、

区
民
の
み
な
さ
ん
が
、楽
し
み
な
が
ら
で
き
る
知
識
や
技
術
の
講
座

を
開
き
ま
す
。特
に
初
心
の
か
た
を
歓
迎
し
ま
す
。お
気
軽
に
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
お
申
込
み
は
。
直
接
セ
ン
タ
ー
事
業
係
へ

。

電
話
　
六
〇
五
-
七
一
〇
一
　
(
月
曜
日
は
休
館
日
で
す
)

生
花
教
室
《
古
流
》
日
時
―
六
月
十
九
日
(
金
)
/
午
前
十
時
　

講
師
―
岩
佐
マ
チ
氏
　
教
材
費
―
二
〇
〇
円
(
は
さ
み
を
持
参
)

料
理
教
室
《
季
節
の
家
庭
料
理
》
日
時
―
六
月
十
七
日
(
水
)
/

午
後
一
時
三
〇
分
　
講
師
―
増
田
幸
永
氏

絵
画
教
室
《
デ
ッ
サ
ン
》
日
時
―
六
月
十
三
日
(
土
)
・
二
十
七

日
(
土
)
/
い
ず
れ
も
午
後
一
時
　
講
師
―
木
村
林
吉
氏

文
学
教
室
《
日
本
古
典
文
学
の
系
譜
》
日
時
―
六
月
十
日
(
水
)

・
十
七
日
(
水
)
・
二
十
四
日
(
水
)
/
い
ず
れ
も
午
後
一
時
三
〇

分
　
講
師
―
阿
川
昔
氏

音
楽
教
室
《
コ
ー
ラ
ス
》
日
時
―
六
月
二
十
四
日
(
水
)
/
午
後

三
時
　
講
師
―
池
田
輝
樹
氏

手
芸
教
室
《
き
め
こ
み
人
形
》
日
時
―
六
月
二
十
四
日
(
水
)
/

午
前
十
時
　
講
師
―
勝
俣
寿
美
子
氏
　
教
材
費
―
五
五
〇
円
以
上

■
あ
な
た
の
能
力
開
発

区
教
育
委
員
会
で
は
、み
な
さ
ん
の
職
場
や
家
庭
生
活
の
面
で
、

楽
し
み
な
が
ら
役
に
立
つ
講
習
を
、次
の
と
お
り
開
き
ま
す
。お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

成
人
学
校
(
第
四
十
回
)

期
間
　
六
月
十
六
日
～
七
月
二
十
三
日
ま
で
の
毎
週
火
・
木
曜
日

(
十
二
日
間
)
/
午
後
六
時
～
八
時

場
所
　
足
立
区
青
年
館

科
目ペ

ン
習
字
《
初
歩
か
ら
鑑
賞
作
品
の
書
き
方
ま
で
》
　
講
師
―
川

野
博
之
氏

鎌
倉
彫
《
菓
子
皿
・
手
鏡
・
ペ
ン
ダ
ン
ト
な
ど
の
作
成
》
　
講
師
―

横
田
修
英
氏

手
芸
《
和
紙
人
形
の
作
り
方
》
　
講
師
―
石
塚
一
枝
氏

参
加
資
格
　
区
内
在
住
・
在
勤
の
か
た
。

申
込
み
先
　
社
会
教
育
課
文
化
係
(
各
科
目
と
も
、定
員
五
〇
名
ま

で
で
締
切
り
)

青
年
文
化
教
室
(
第
十
六
回
)

期
間
　
六
月
十
七
～
七
月
二
十
四
日
ま
で
の
毎
週
水
・
金
曜
日
(
十

二
日
間
)
/
午
後
六
時
三
〇
分
～
八
時
三
〇
分

場
所
　
足
立
区
青
年
館

科
目

速
記
入
門
　
講
師
―
小
島
弥
門
氏

話
し
方
　
講
師
―
稲
垣
弘
正
氏

料
理
《
初
夏
の
お
総
菜
》
　
講
師
―
沢
田
千
津
子
氏

参
加
資
格
　
区
内
在
住
・
在
勤
で
二
十
五
歳
ま
で
の
か
た

申
込
み
先
　
足
立
区
青
年
館
(
定
員
五
〇
名
ま
で
で
締
切
り
)

※
青
年
館
の
所
在
と
電
話

所
在
―
西
新
井
一
丁
目
四
-
一
七
(
西
新
井
大
師
前
)

電
話
―
八
九
〇
-
〇
〇
六
一

■ 区役所の電話882- 1111　第二庁舎886- 3165　足立福祉事務所888- 3141　東部福祉事務所605- 7101　中部福祉事務所889- 1481
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カ
や
ハ
エ
の
駆
除
は
今
が
チ
ャ
ン
ス

緑
の
大
敵
(
ア
メ
リ
カ

シ
ロ
ヒ
ト
リ
)

の
退
治
も

□
カ
・
ハ
エ
な
ど

つ
ゆ
を
前
に
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
家

庭
害
虫
が
は
び
こ
っ
て
く
る
季

節
で

す
。
カ
や
ハ
エ
の
駆
除
は
、
地
域
ぐ
る

み
で
実
行
し
な
い
と
、効
果
が
あ
が
り

ま
せ
ん
。今
、便
所
や
水
た
ま
り
な
ど

に
殺
虫
剤
を
散
布
し
て
お
く
と
、効
果

的
で
す
。

も
し
、
カ
や
ハ
エ
が
多
く
発
生
し
、

個
人
で
駆
除
す
る
の
が
手
に
負
え
な
い

よ
う
な
と
き
は
、区
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。区
の
衛
生
班
が
出
動
し
て
薬
剤
を
散

布
し
ま
す
。

連
絡
先
は
、
区
民
部
保
健
衛
生
係

。
□
ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ

つ
ゆ
の
季
節
を
前
に
、ア
メ
リ
カ
シ

ロ
ヒ
ト
リ
が
発
生
し
て
き
ま
す
。こ
の

幼
虫
は
、プ
ラ
タ
ナ
ス
や
桜
、柳
な
ど
を

好
ん
で
食
べ
る
雑
食
性
の
害
虫
で
す
。

繁
殖
期
は
年
に
二
回
あ
り
、
一
回
め

は
六
月
初
旬
か
ら
七
月
中
旬
ま
で
、
二

回
め
は
八
月
中
旬
か
ら
九
月
中
旬
ご
ろ

ま
で
で
す
。駆
除
は
、小
枝
や
葉
に
く

も
の
巣
状
に
な
っ
て
い
る
小
さ
い
幼
虫

の
巣
を
と
り
焼
き
す
て
る
の
が
最
も
効
果

的
で
す
。

幼
虫
が
分
散
し
た
り
、巣
を
と
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、薬
剤
散
布
で

駆
除
し
ま
す
。薬
剤
は
植
物
に
害
を
与

え
な
い
農
業
用
の
も
の
を
使
用
す
る
と

よ
い
で
し
ょ
う
。噴
霧
機
は
、各
出
張

所
で
お
貸
し
し
て
い
ま
す
の
で
、ご
利

用
く
だ
さ
い
。自
分
の
庭
木
に
つ
い
た

場
合
は
、他
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う

早
く
し
ま
つ
し
ま
し
ょ
う
。

ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
の
駆
除
に
つ

い
て
の
ご
相
談
は
、土
木
部
管
理
課
庶
務

係
へ
ど
う
ぞ
。

歌やミュージカルで楽しかった一日

母とこども大会

去
る
五
月
十
日

こ
ど
も
の
日
に
ち

な
ん
で
「母
と
こ

ど
も
大
会
」が
、

区
文
化
会
館
で
開

か
れ
ま
し
た
。会

場
に
は
、た
く
さ

ん
の
お
と
も
だ
ち

と
お
母
さ
ん
が
た

が
集
ま
り
、み
ん

な
で
歌
を
歌
っ
た

り
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

を
見
た
り
し
て
、

楽
し
い
一
日
を
過

ご
し
ま
し
た
。

こ
の
写
真
さ
し

あ
げ
ま
す
。
ご
希

望
の
か
た
は
企
画

室
広
報
へ
。

お
母
さ
ん
も
い
つ
し
よ
に
歌
の
お
け
い
こ
…
…
。

公害防止

工
場
の
立
入
検
査
実
施
中

区
内
の
約
二
二
〇
工
場
を
対
象
に

去
る
五
月
一
日
発
表
さ
れ
た
「
公
害

と
東
京
都
」
と
い
う
本
に
よ
れ
ば
、
東

京
二
十
三
区
の
空
は
ほ
と
ん
ど
汚
さ
れ

か
つ
騒
音
も
ひ
ど
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
原
因
は
、い
う
ま
で
も
な
く
工

場
や
ビ
ル
の
煙
突
か
ら
出
さ
れ
る
煙

や
、自
動
車
な
ど
の
排
気
ガ
ス
、あ
る

い
は
工
場
や
建
設
現
場
で
の
騒
音
、交

通
騒
音
な
ど
で
す
。

都
で
は
、
こ
の
対
策
と
し
て
本
年
四

月
か
ら
公
害
防
止
条
例
を
実
施
し
、
公

害
を
な
く
す
努
力
を
し
て
い
ま
す
。

足
立
区
の
場
合
も
、地
理
的
条
件
な

ど
に
よ
り
、公
害
の
発
生
し
や
す
い
業

種
(
製
鉄
・
製
鋼
工
場
、メ
ッ
キ
工
場
、

化
学
工
場
、ベ
ニ
ヤ
工
場
等
)
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。区
で
は
、こ
れ
ら
の

な
か
で
、特
に
重
点
的
に
監
視
、指
導

を
必
要
と
す
る
約
二
二
〇
工
場
を
重
点

工
場
と
し
て
、先
の
五
月
か
ら
九
月
末

ま
で
立
入
検
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

立
入
検
査
の
結
果
、現
に
公
害
を
発

生
し
て
い
る
工
場
、ま
た
は
そ
の
可
能

性
が
あ
る
場
合
、お
よ
び
規
制
基
準
に

違
反
し
て
い
る
場
合
に
は
、
適
切
な
指

導
や
、
改
善
勧
告
、
命
令
な
ど
を
行
な

い
ま
す
。

な
お
、公
害
に
つ
い
て
の
問
題
や
問

い
合
わ
せ
は
、
公
害
課
へ
ど
う
ぞ
。

あ
な
た
も
参
加
し
ま
し
ょ
う

明
る
く
正
し
い

選
挙

の

推
進

「
話
し
合
い
」活
動
に

区
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
「明
る

く
正
し
い
選
挙
」を
、よ
り
い
っ
そ
う

推
し
進
め
る
た
め
「足
立
区
明
る
く
正

し
い
選
挙
推
進
委
員
」を
、次
の
か
た

た
ち
に
委
嘱
し
、そ
の
活
動
の
中
心
と

な
っ
て
働
い
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

よ
り
よ
い
政
治
は
、有
権
者
一
人
ひ

と
り
の
正
し
い
選
挙
の
理
解
か
ら
始
ま

り
ま
す
。こ
の
た
め
に
必
要
な
<
話
し

合
い
>
活
動
が
、み
な
さ
ん
の
身
近
な

と
こ
ろ
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。あ
な

た
も
、ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ

さ
い
。な
お
、こ
の
委
員
制
度
に
つ
い

て
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、区
選
挙
管
理

委
員
会
へ
ど
う
ぞ
。

明
る
く
正
し
い
選
挙
推
進
委
員

モ
デ
ル
地
区
(
中
央
本
町
一
・
二
丁

目
)
…
小
島
貞
子
/
尾
身
信
義
/
原
田

と
き
/
高
橋
須
美
子
/
上
原
テ
ル
子
/

木
幡
ヒ
サ
/
小
倉
喜
与
枝
/
清
水
セ
イ

/
池
田
す
み
江
。(
敬
称
略
)

常
東
出
張
所
地
区
…
加
藤
光
一
/
伊

藤
せ
い
子
/
石
垣
信
子
/
小
林
芳
夫
/

目
黒
啓
雄
/
高
橋
潔
子
/
加
藤
せ
ん
/

大
鳥
ふ
く
/
瓜
生
一
子

第
三
出
張
所
地
区
…
清
水
ト
ヨ
/
山

田
梅
子
/
中
川
志
で
/
林
た
ま
/
島
田

と
み
よ
/
大
木
亀
一
/
大
槻
さ
よ
/
佐
藤

与
四
郎
/
塩
島
信
/
野
沢
久
次
郎

第
四
出
張
所
地
区
…
今
井
ワ
サ
/
鈴

木
敏
雄
/
渡
辺
貞
治
/
石
井
初
栄
/
大

野
邦
夫

第
五
出
張
所
地
区
…
土
田
惣
太
郎
/

宇
野
き
く
ゑ
/
斉
藤
鉱
一
/
神
藤
幸
次

/
茂
田
井
富
夫

第
六
出
張
所
地
区
…
湯
浅
玉
子
/
大

谷
秀
夫
/
花
井
喜
美
/
山
川
と
志
子
/

高
橋
は
つ
/
大
野
松
江

第
七
出
張
所
地
区
…
佐
藤
寛
三
/
北

畑
武
三
/
村
松
栄
/
古
屋
勝
章
/
土
屋

い
ね
/
鈴
木
勇
吉

第
八
出
張
所
地
区
…
瀬
田
久
四
郎
/
横

山
有
教
/
飯
塚
さ
か
え
/
岩
崎
政
二

/
田
中
正
治
/
渡
辺
長
四
郎

第
九
出
張
所
地
区
…
石
渡
吉
松
/
足

立
房
長
/
佐
藤
俊
枝
/
田
口
た
か
/
川

田
孝
三
/
山
崎
は
つ
/
森
み
や
/
宮
本

昇
三
郎

第
十
出
張
所
地
区
…
小
宮
き
み
/
阿

川
ス
ミ
/
平
松
米
次
/
鶴
見
輝
子
/
小
泉

栄
一

第
十
一
出
張
所
地
区
…
浅
井
か
つ
子

/
渡
辺
正
治
/
楠
松
子
/
斉
藤
ハ
ツ
/

伊
藤
貢
/
渡
辺
ス
ズ
子

第
十
二
出
張
所
地
区
…
小
泉
繁
/
佐

藤
ふ
み
/
下
川
与
吉
/
菅
沢
伝
重

第
十
三
出
張
所
地
区
…
佐
々
木
ダ
イ

/
小
宮
八
重
/
松
永
喜
代
江
/
江
口
庸

夫
/
堀
内
文
代
/
厳
良
誉
/
浅
賀
政
治

第
十
四
出
張
所
地
区
…
小
金
井
敏
夫

/
渡
辺
彦
太
郎

第
十
五
出
張
所
地
区
…
塩
沢
正
/
江

川
ふ
み
/
三
村
了
昭
/
宮
本
英
一
郎

第
十
六
出
張
所
地
区
…
石
鍋
親
三
/

荒
井
幹
雄
/
井
出
竹
子
/
細
井
実

第
十
七
出
張
所
地
区
…
井
熊
喜
八
郎

/
伊
藤
新
八
/
籾
山
仲
司
/
村
上
政
七

/
寺
島
俊
一
/
加
藤
芳
三

第
十
八
出
張
所
地
区
…
小
杉
芳
子
/

形
山
安
良
/
小
林
静
子
/
遠
田
実
/
加

納
昭
治
/
坂
井
一
郎
/
金
子
ユ
キ
エ

第
十
九
出
張
所
地
区
…
伊
藤
亀
十
郎

/
磯
川
重
治
/
片
野
ゆ
き
/
鳥
海
み
や
/

市
川
勝
雄
/

滝
沢
光
一
郎

第
二
十
出
張
所
地
区
…
鈴
木
福
太
郎

/
茂
出
木
慶
三

東
綾
瀬
出
張
所
地
区
…
梶
本
儀
蔵
/

臼
倉
は
な
/
岡
部
剛
一
郎
/
上
条
勝

国
勢調査

の
は
な
し(

1
)

こ
と
し
の

十
月
一
日
に

十
一
回
め
の

国
勢
調
査
が

全
国
い
っ
せ
い
に
行
な
わ
れ
ま

す
。今
回
は
沖
縄
も
本
土
に
仲
間

い
り
し
ま
す
。

わ
が
国
の
人
口
調
査
の
歴
史

は
、
部
分
的
に
は
か
な
り
古
い
も

の
が
あ
り
ま
す
が
、
全
国
的
に
、

し
か
も
組
織
的
に
行
な
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
ま
で
に
は
、
い
ろ
ん
な

経
過
を
た
ど
り
ま
し
た
。

こ
の
近
代
国
勢
調
査
は
、
明
治

三
十
八
年
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
財
政
の
悪

化
と
実
施
体
制
が
と
と
の
わ
な
か

っ
た
た
め
に
延
期
さ
れ
、
第
一
回

め
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
大
正
九

年
の
こ
と
で
す
。

こ
の
と
き
は
朝
鮮
半

島
を
除

き
、
台
湾
、
カ
ラ
フ
ト
を
含
む
全

国
で

、
二
十
六
万
の
調
査
員
に
よ

っ
て
い
っ
せ
い
に
実
施
さ
れ
ま
し

た
。こ

う
し
て
、欧
米
諸
国
の
国
勢
調
査

に
遅
れ
る
こ
と
約
百
二
十

年
、
や
っ
と
国
勢
の
実
態
を
統
計

的
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す

以
後
、国
勢
調
査
は
五
年
お
き

に
行
な
わ
れ
、こ
と
し
で
満
五
十

年
に
な
り
ま
す
。

つ
づ
く

学校の建設に

簡易保険から融資

毎
年
小
中

学
校
の
建
設

に
ば
く
大
な

予
算
を
計
上

し
て
い
ま
す

が
、こ
の
資

金
の
一
部
を

起
債
許
可
に

よ
っ
て
郵
政

省
の
簡
易
生

命
保
険
積
立

金
か
ら
借
入

れ
て
い
ま

す
。融
資
を

受
け
て
建
設

し
た
学
校
と
融
資
額
は
次
の
と
お
り

4
4
年
度
―
江
北
中
二
七
〇
万
円
、東
島

根
中
六
三
〇
万
円
、4
2
年
度
―
綾
瀬
小

七
〇
〇
万
円
、梅
一
小
―
一
一
〇
〇
万

円
、4
1
年
度
―
弘
道
一
小
八
〇
〇
万
円
　

十
三
中
八
〇
〇
万
円
、4
0
年
度
―
千
五

小
二
〇
〇
万
円
、
弥
生
小
一
〇
〇
〇
万

円
、
中
川
小
四
〇
〇
万
円
、
鹿
浜
中
九

〇
〇
万
円

融
資
で
建
設
さ
れ
た
江
北
中
学
校

ミ
ル
ク
が
も
ら
え
ま
す

妊
産
婦
と
乳
児
に

区
で
は
、産
前
産
後
の
主
婦
、ま
た

は
赤
ち
ゃ
ん
に
、牛
乳
(
ま
た
は
粉
ミ

ル
ク
)
を
さ
し
あ
げ
ま
す
。

対
象
と
な
る
世
帯
は
…
▽
生
活
保
護

を
受
け
て
い
る
世
帯
　
▽
区
民
税
が
課

税
さ
れ
て
い
な
い
世
帯
　
▽
区
民
税
が

均
等
割
分
だ
け
課
税
さ
れ
て
い
る
世
帯

で
、保
健
所
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合

支
給
期
間
…
妊
娠
五
か
月
め
か
ら
出
産

後
十
二
か
月
ま
で
。

申
込
み
先
…
母
子
健
康
手
帳
と
印
か

ん
を
持
っ
て
、
出
張
所
へ
お
い
で
く
だ

さ
い
。

く
わ
し
く
は
、
出
張
所
ま
た
は
区
役

所
区
民
部
管
理
課
管
理
係
で
お
た
ず
ね

く
だ
さ
い
。

家
庭
の
な
や
み
ご
と
は

「
ど
う
も
息
子
の
気
持
ち
が
理
解
で

き
な
く
て
…
…
」
と
な
や
ん
で
い
る
か

た
。
こ
れ
を
世
代
の
断
絶
と
あ
き
ら
め

な
い
で
く
だ
さ
い
。
こ
ん
な
と
き
に
は

福
祉
事
務
所
の
家
庭
相
談
員
へ
お
話
し

く
だ
さ
い
。
親
子
関
係
の
こ
と
、
夫
婦

の
問
題
、
恋
愛
問
題
、
隣
近
所
と
の
い

ざ
こ
ざ
な
ど
、
な
ん
で
も
相
談
の
お
相

手
を
し
、
秘
密
は
絶
対
に
守
り
ま
す
。

相
談
日
　
毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
の

午
後
一
時
～
五
時
ま
で

足
立
福
祉
事
務
所
(
千
住
柳
町
一
二
-

五
)
　
八
八
八
-
三
一
四
一

中
部
福
祉
事
務
所
(
梅
田
町
一
八
四
)
　

八
八
九
-
一
四
八
一

東
部
福
祉
事
務
所
(
東
綾
瀬
一
丁
目
五

-
一
七
)
　
六
〇
五
-
七
一
〇
一

足
立
区
優
良
家
具
展

区
内
で
生
産
さ
れ
る
家
具
は
、全
国

的
に
有
名
で
す
が
、区
と
区
家
具
組
合

連
合
会
で
は
、次
の
と
お
り
優
良
家
具

の
展
示
会
を
開
き
ま
す
。お
気
軽
に
ご

ら
ん
く
だ
さ
い
。

展
示
期
間
　
六
月
六
日
(
土
)
～
九
日

(
火
)
/
午
前
九
時
～
午
後
五
時
、

最
終
日
の
み
午
後
三
時
ま
で

。

会
場
　
足
立
区
体
育
館
(
中
央
本
町
一

丁
目
バ
ス
=
足
立
体
育
館
前
下
車
)

入
場
無
料

お
礼

加
賀
道
太
郎
さ
ん

(千
住
桜
木
町
四
六
)

は
、
去
る
四
月
六
日
区
の
育
英
資
金
に

と
、
多
額
の
ご
寄
付
を
し
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

「
パ
ー
ト
の
保
母
さ
ん
」

学
童
保
育
ク
ラ
ブ
指
導
員
募
集

区
で
は
、
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
の
指
導

員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

資
格
=
教
員
・
保
母
の
資
格
の
あ
る
か

た
。
ま
た
は
、
児
童
の
養
育
に
知
識
と

経
験
が
豊
か
な
か
た
。

待
遇
=
非
常
勤
職
員
(
月
額
二
万
三
〇

〇
〇
円
―
税
込
み
)

勤
務
時
間
=
午
後
〇
時
三
〇
分
～
午
後

五
時
三
〇
分

採
用
予
定
=
十
二
名
、四
十
五
年
七
月

一
日
か
ら
勤
務

申
込
み
期
限
=
六
月
十
五
日
ま
で

申
込
み
先
=
区
役
所
福
祉
課
児
童
係

※
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
と
は
…
保
護
者

(
お
も
に
母
親
)
か
働
い
て
い
た
り
、病

気
な
ど
で
、こ
ど
も
の
め
ん
ど
う
が

よ
く
み
ら
れ
な
い
た
め
、そ
の
こ
ど
も

(
小
学
校
低
学
年
)
を
放
課
後
、あ
ず

か
っ
て
健
全
に
養
育
す
る
た
め
の
も
の

で
す
。

「
定
時
届
け
」
を

お
だ
し
く
だ
さ
い

■
児
童
手
当

児
童
手
当
は
、毎
年
一
定
の
収
入

基
準
(
住
民
税
の
課
税
状
況
)
に
よ

っ
て
、支
給
で
き
る
か
ど
う
か
確
か

め
ま
す
。こ
と
し
の
分
の
確
認
申
請
<

児
童
手
当
定
時
届
>
の
締
め
切
り

日
は
六
月
二
十
七
日
ま
で
で
す
。

こ
の
手
続
き
を
し
ま
せ
ん
と
、児
童

手
当
の
支
給
を
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
お
忘
れ
な
く
。

必
要
な
も
の
(
用
紙
は
送
り
ま
す
)

(
1
)
児
童
手
当
課
税
状
況
届
(
こ
の
届

に
は
、住
民
税
の
課
税
通
知
書
を
添

え
て
く
だ
さ
い
。
も
し
、
足
立

区
外
で
課
税
さ
れ
た
か
た
は
、
そ

こ
の
課
税
証
明
書
を
つ
け
て
く
だ

さ
い
)

(
2
)
委
任
状
、口
座
振
替
依
頼
書
(
両

方
と
も
、
そ
の
年
度
中
有
効
)

な
お
、
振
込
先
金
融
機
関
担
当
者

確
認
印
を
押
し
て

も
ら
っ
た

人

は
、
銀
行
等
の
通
帳
は
持
っ
て
く

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う

で
な
い
人
は
通
帳
が
必
要
で
す
。

(
3
)
受
給
資
格
証

手
続
場
所
=
区
役
所
福
祉
課
児
童
係

■
児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当
お
よ
び
特
別
児
童

扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
か

た
は
、毎
年
六
月
中
に
定
時
届
(
前

年
の
所
得
額
)
を
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
手
続
き

を
し
な
い
と
、次
の
回
(
九
月
)
か

ら
、手
当
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
の
で
、お
忘
れ
な
い
よ
う
。

な
お
、
昭
和
三
十
七
年
度
か
ら
四

十
三
年
度
ま
で
の
間
に
、こ
れ
を
受

け
る
資
格
が
あ
っ
て
、
そ
の
届
を
出

し
て
い
な
い
か
た
も
、
至
急
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

手
続
期
間
=
六
月
一
日
～
三
十
日

持
っ
て
く
る
も
の
=
証
書
/
印
か
ん

た
だ
し
、
こ
と
し
一
月
一
日
現
在

ほ
か
の
区
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
人

は
、
前
住
所
地
の
区
市
町
村
長
が
発

行
す
る
所
得
証
明
が
必
要
で
す
。

届
出
先
=
区
役
所
福
祉
課
福
祉
係

愛
の
献
血
を

あ
な
た
の
愛
の
献
血
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

▽
六
月
八
日
(
月
)
第
二
庁
舎
(
旧

梅
島
支
所
)
　
▽
十
五
日
(
月
)
加

平
小
学
校
　
▽
二
十
二
日
(
月
)
新

田
小
学
校
　
▽
三
十
日
(
火
)
北
千

住
駅
前
(
西
口
)
。時
間
は
、い
ず

れ
も
午
前
十
時
～
午
後
三
時
。

お
年
寄
り
に
敬
老
金

今
回
の
対
象
と
な
る
か
た
は
、昭

和
四
十
五
年
九
月
十
五
日
現
在
満
七

十
五
歳
以
上
(
明
治
二
十
八
年
九
月

十
六
日
以
前
に
生
ま
れ
た
か
た
)
で

昭
和
四
十
二
年
九
月
十
六
日
以
前
か

ら
、
引
き
続
い
て
都
民
と
し
て
住
民

基
本
台
帳
ま
た
は
外
国
人
登
録
原
票

に
登
載
さ
れ
て
い
る
か
た
で
す
。

こ
れ
を
新
ら
た
に
、受
け
る
資
格

が
で
き
た
か
た
、お
よ
び
資
格
が
あ

っ
て
新
し
く
足
立
区
に
転
入
さ
れ
た

か
た
は
、
六
月
三
十
日
ま
で
に
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

申
込
み
先
=
区
役
所
福
祉
課
援
護
係

ま
た
は
、
も
よ
り
の
民
生
委
員
。

■
心
身
障
害
児
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

区
で
は
心
身
障
害
児
を
対
象
と
し
た
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な

い
ま
す
。
ご
希
望
の
か
た
は
、
次
の
要
領
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

期
日
《
第
一
回
》
…
七
月
二
十
九
日
(
水
)
<
精
神
薄
弱
児
対

象
>
《
第
二
回
》
…
七
月
三
十
日
(
木
)
<
身
体
障
害
児
対
象
>

場
所
　
三
浦
半
島
南
下
浦
海
岸
(
海
水
浴
、
ゲ
ー
ム
を
し
ま
す
)

定
員
　
児
童
、付
添
と
も
各
一
二
五
名
(
付
添
は
必
ず
つ
く
こ
と
)

た
だ
し
、児
童
は
十
八
歳
未
満
。定
員
に
な
り
し
だ
い
締
切
り
。

費
用
　
い
っ
さ
い
無
料
(
弁
当
、菓
子
を
用
意
し
ま
す
)

申
込
み
方
法

申
込
み
書
は
足
立
区
手
を
つ
な
ぐ
親
の
会
、足
立
区
肢
体
不
自
由

児
母
の
会
、
足
立
児
童
学
園
、
区
立
特
殊
学
級
設
置
校
な
ど
を
通
じ

て
配
布
し
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

申
込
み
期
限
　
六
月
三
十
日
ま
で

申
込
み
先
　
区
役
所
福
祉
課
福
祉
係
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